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宅建協会・保証協会「定時総会」を開催、宇野篤哉氏が会長四選
サポートセンター「定時株主総会」レポート

他の不動産情報サイトと連携可能
「孤独死保険」10 年で 4倍　 山間地に新たな医療拠点　 子育て世帯に食料支援　ほか
市街化調整区域の分家住宅の利用制限に係る媒介業者の説明義務を巡るトラブル
マンション上階床下排水管の漏水箇所は管理規約に基づく上階の専有部分か？

土地の健康診断でトラブル回避！
県内災害時の車中泊スペース確保・半数　 災害トイレの備蓄急務　ほか

賃貸不動産経営管理士「講習」と「試験」
地元・静岡で受験できます！　Web配信で受験対策「基礎教育講座」

静岡ろうきん　 浜松いわた信用金庫
静岡県警のどこでもポリス　 「いつもと違う」「何かがおかしい」県警にご連絡を！

迫る！全都道府県人口減　 中小企業買収仲介に新規格　 リースバック契約に指針　ほか

② 総会終了

④ 第 21 期

⑥ 「スマイミー静岡」情報

⑧ 生活困窮者・介護・子育て支援

⑫ 取引紛争の事例と解決（売買）

⑬ 取引紛争の事例と解決（その他）

⑭ 土地も検査が必要な時代です

⑯ 防災・防犯・災害対策

㉑ 講習を受けると「5問」免除

㉒ 不動産コンサルティング技能試験

㉕ 提携金融機関より

㉗ 安心安全な暮らし

㉙ 地域活性化・業環境の動き
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取引（売買）紛争の事例と解決　　　　　　　　  （東京高判：Ｒ6.1.25）

市街化調整区域の分家住宅の利用制限につき、媒介業者は
説明義務を履行したとして買主相続人の請求を棄却した事例

　買主の相続人 X（原告・二女）は、亡父母より土地建物（本
件不動産、建物はいわゆる分家住宅）を相続した。
　亡父母は、もともと別の場所の住宅を所有し居住してい
たが、その住宅を売却する契約を締結。長男（訴外）は、そ
の頃から自己の資材置き場を探していた。
　平成 29 年 1 月、媒介業者 Y2（被告業者）は長男に対し、
本件不動産が市街化調整区域内に所在する建物付きの土地
であり、建物は開発許可申請者以外の者が使用できず、再
建築もできないものであるという利用制限について紹介し
た上で説明した。
　Y2 は長男及び亡父母の希望により現地案内し、亡父母
は購入申込みを行った。Y2 は長男及び亡父母に対し、本
件不動産の前記利用制限について再度説明した。
　売買契約に先立ち、亡父母は Y2 から本件不動産の内容
について重要事項説明を受けた。当該重要事項説明書には、

「本物件は市街化調整区域内にあるため、原則として建築
物の建築はできません。また、現在ある建築物については
増・改築、再建築できません。現在ある建物は、都市計画
法第 34 条第 10 号ロにもとづき、同法第 29 条の開発許可
を受けて建築されています。ただし、当該開発許可は、申
請者 Y1（被告・売主）の自己居住のための建築物（専用住宅）
として許可されたものであり、申請者以外の第三者が当該
建築物を建築し、使用することはできません。申請者以外
の第三者が使用する場合、特定行政庁から是正措置を命じ
られる場合があります。」との記載があった。
　本件不動産は、長男の自宅から比較的近いところにあり、
亡父母は建物に居住し、長男は資材置き場として使用した。
　X は、令和 2 年 9 月頃、本件不動産の売却を考えて不動
産業者に聞いたところ、本件不動産に利用制限があること
を知った。なお、X は、長男及び亡父母のいずれからも、
本件不動産の利用制限について聞かされていなかった。
　その後本件不動産を相続したXは、購入しても法律上居
住できないことを告げず、具体的な説明を行わなかったな
どとして、Y2 らに対し 3383 万円余の支払等を求める訴
訟を提起したが、原審はXの請求をいずれも棄却したため、
X がこれを不服として控訴した。

　裁判所は、次のように判示し、X の請求を棄却した。
＜売主 Y1 が手続をフォローすべき義務＞
　X は、Y1 において、本件売買契約上、亡父母による開
発許可が認められるために手続をフォローすべき義務があ

るところ、そのような義務を履行していないと主張する。
しかし、市街化調整区域内でいわゆる分家住宅を建築した
Y1 が当該不動産を第三者である亡父母に売却した本件に
おいて、亡父母が新たに開発許可を受けることができる具
体的な蓋然性は明らかではなく、かかる手続を援助等する
義務を認めるべき根拠も明らかではない。そうすると、X
の主張は、前提となる義務の発生を認めることができず、
採用することができない。
＜媒介業者 Y2 の説明義務違反の有無＞
　亡父母は、Y2 から、本件売買契約に先立つ重要事項説
明において、本件不動産の利用制限について、重要事項説
明書の記載を読み上げられる形で説明を受けたことから、
媒介業者において説明義務を履行したものといえる。
　X は、亡父母が本件不動産を居住目的で購入しており、
重要事項説明書の読み上げでは不十分であったとして、Y2
の説明義務違反を主張する。しかし、亡父母が本件不動産
を居住目的で購入したものの、Y2 の重要事項説明に不十
分なところがあるとはいえない。
＜売主代理人 Y3 の説明義務違反の有無＞
　Y3 は宅建業者ではないものの、宅地建物取引士であっ
たところ、本件売買契約上の売主の代理人と認められる。
　認定事実によれば、亡父母は、本件売買契約の前に、Y2
から本件不動産の利用制限について説明を受けていたもの
と認められ、その説明が不十分であったとは認められない。
そうすると、Y3 において、本件売買契約上の付随義務又
は信義則上の義務として、本件不動産の利用制限について
説明義務を負い、これを怠ったとまでは認められない。
＜当審における X の主張に対する判断＞
　（1）Y1 は、亡父母及び長男に対し、本件不動産の紹介に
先立ち、利用制限のある不動産を紹介して、その利用制限
を説明し、長男は、長女が問い合わせた利用制限がない不
動産につき、希望と異なるとして、亡父母を現地に案内す
ることもなかったこと、（2）その後、Y2 が、亡父母及び長
男に対し、利用制限のある本件不動産を紹介した上、利用
制限についても説明し、亡父母及び長男がこれについて、
現地への案内を希望したこと、（3）亡父母は、本件不動産
の利用制限について、重要事項説明書の記載を読み上げる
形で説明を受けた上で本件売買契約を締結したこと等の経
緯に照らし、かつ、本件全証拠に照らし、X の指摘する各
事実等を考慮しても、亡父母が Y2 に対して、居住目的で
あることを伝えたことは認められず、また、X 主張の義務
があったことを基礎付けるに足りる事情等も認められない。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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マンション上階床下配水管の漏水箇所が管理規約に基づき
上階の専有部分であると判断された事例

取引（その他）紛争の事例と解決　　　　　　　　（東京地判：Ｒ6.1.24）

　令和 3 年 11 月 19 日にマンション内において、管理組合
による排水管の高圧洗浄作業が行われた。同日、X（原告下 
階・個人）の 202 号室のキッチン及び洗面脱衣所に漏水が
発生した（漏水①）。
　同日、上階 302 号室の Y（被告上階・個人）は、本件漏
水①を受け管理会社から排水をしないように指示を受け
ていたがYは排水を続け、その翌日にはXのキッチン及び
ダイニングルームに漏水が発生した（漏水②）。さらに同月
27 日には洗面脱衣所に漏水が発生した（漏水③）。
　その後 12 月 1 日に 302 号室で漏水原因の調査が行われ、
キッチン床下の排水管に 3cm ほどの穴が確認され、この穴
は粘着テープで補修された。X は、Y の専有部分の排水管
から漏水が発生したことを理由に損害賠償請求を求めたが、
Y は漏水した枝管は共用部分であるので非はないと主張し
た。
本件マンションの管理規約（「本件管理規約」）の内容
構造物の帰属については、次の通りとし、その外側は共用
部分とする。（本件管理規約 7 条 2 項）
1 号　天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分
とする。
〜中略〜
　・第 1 項又は前項の専有部分の専用に供される設備【例と
して配管、電線等の本管（線）は共用部分であり、枝管（線）
は専有部分となる。】のうち共用部分内（枝管であっても共 
用部分内にあるものは共用部分となる。）以外のものは、専
有部分とする。
　・床スラブは共用部分とする。

（X の主張）
　漏水事故はYの専有部分の排水管から生じたものである。
また、Y は本件マンションの管理組合から排水をしないよ
う指示を受けていたにもかかわらず排水をした。

（Y の主張）
　本件管理規約では、天井、床及び壁は、躯体部分を除く
部分を専有部分とするとされ、また給排水衛生設備等の「建 
物付属設備」が共用部分とされている。そうすると、302 号
室の床下及びその床下空間に配置された本件排水管は共用
部分に当たる。また排水管の洗浄は、管理組合により共用
部分として扱っている。床を剥がさないと自分好みの維持
管理は不可能である。したがって、Y は本件排水管の所有
者又は占有者に当たらない。

　裁判所は、次のとおり判示し、X の Y に対する請求を認
容した。

（1）本件排水管の帰属
　本件排水管が、専有部分か否かについては、本件管理規
約によれば、配管の枝管のうち、共用部分内にあるもの以
外は専有部分となるから、床下と床スラブとの間の空間に
ある本件排水管がYの専有部分に属するものかどうかは、
その空間が共用部分か否かによって定まることとなる。
　前提事実のとおり、「天井、床及び壁は、躯体部分を除
く部分」を専有部分としてその外側が共用部分とされる（本
件管理規約 7 条 2 項 1 号）一方で、床スラブは共用部分で
あることが明記されていることを考えると、本件管理規約
上の「床」というのは躯体としての床を指すものと考える
のが相当である。そうすると、本件排水管がある空間は床
板を外さなければ確認できない場所ではあるものの、共用
部分には当たらず、専用部分になるというべきである。
　したがって、土地工作物に含まれる本件排水管は、Y の
専用部分に属するものであって、 Y が所有者となる。

（2）Y の保存又は設置の瑕疵責任と不法行為責任の有無
　本件排水管には保存又は設置の瑕疵があったといえる。
なお、その穴が高圧洗浄によって生じたものであるとして
も、本件マンションでは定期的な高圧洗浄が予定されてい
たのであって、その際に漏水が生じるような状態であった
こと自体が保存又は設置の瑕疵といわざるを得ない。また、
管理組合の担当者から排水をしないように指示を受けてい
た。それにもかかわらず、Y が排水したことが原因で本件
漏水②及び③が発生したものと認められる。もっとも、
排水すれば漏水する可能性があることを認識しながら排水
した点で過失があり、本件漏水②及び③についても同時
に不法行為責任を負う。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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令和８年４月 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
４月３日 本　部 会計帳票検査

６日 本　部 月例法律相談 （来館相談４件）
９日 本　部 本監査・正副会長会（拡大会議）
10日 本　部 全宅管理 静岡支部 監査
13日 本　部 月例法律相談 （来館相談０件）
〃　 〃 サポートセンター 本監査・取締役会
〃　 浜　松 取引士法定講習会 （受講者43人）
14日 本　部 苦情解決業務委員会
17日 本　部 第１回 会務運営協議会（拡大会議）
22日 本　部 第１回 初級実務研修会 （受講者23人）
23日 本　部 月例法律相談 （来館相談２件）
24日 名古屋 中部レインズ 総務・財務委員会
27日 本　部 第１回 理事会

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談10件、電話相談179件）
Webシステムによる取引士法定講習（４月分） （受講者53人）

本部活動概要

令和８年５月 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
５月８日 本　部 第２回 理事会

〃　 〃 サポートセンター 取締役会
10日 静　岡 宇野篤哉氏 黄綬褒章受章祝賀会
12日 静　岡 取引士法定講習会 （受講者37人）
13日 本　部 月例法律相談 （来館相談６件）
15日 名古屋 東海不動産公取協 理事会
18日 本　部 県空き家対策推進協議会 連絡会
19日 本　部 正副会長会
22日 沼　津 取引士法定講習会 （受講者45人）
25日 本　部 月例法律相談 （来館相談６件）
26日 本　部 第１回 県指定講習会 （受講者46人）
〃　 静　岡 県災害救助に係る連絡会議
28日 静　岡 定時総会（宅建協会・保証協会）、セレモニー、懇親会
29日 静　岡 県職域暴力追放組織 連絡会議

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談11件、電話相談157件）
Webシステムによる取引士法定講習（５月分） （受講者79人）

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 34 49 57 ― 140件
金額 45億3,173万円（土地₂、新築戸建102、中古戸建23、新築マンション₇、中古マンション₆）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 7 0 ― 7件

金額 2億4,488万円（土地₁、新築戸建₅、中古戸建₁）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 1 0 0 0 1件
金額 300万円（中古戸建₁）

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 23 26 29 ― 78件
金額 25億49万円（土地₁、新築戸建43、中古戸建25、新築マンション₂、中古マンション₇）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 6 0 ― 6件

金額 1億7,675万円（土地₁、新築戸建₃、中古戸建₂）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 0 0 1 0 1件
金額 1,500万円（中古戸建₁）

宅建ローン等の実績
▶2026年₃月（3/1〜3/31）

▶2026年₄月（4/1〜4/30）
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2026年₃月19日〜₆月₇日の新入会者・退会者　第₁回・第₄回理事会（2026年₄月27日・₆月11日）で承認

●新入会者

商号又は名称 代表者 専任取引士 〒 事務所住所 ＴＥＬ 会員区分 免許番号 支部

㈱アートフォースジャパン 山口　喜廣 野㟢　昭彦 414-0044 伊東市川奈1299 0557-45-1109 正会員 静岡県知事
（1）015054 東 部

㈱真和 大塩　真一 半田　光生 411-0806 三島市柳郷地82-1 055-976-8400 正会員 静岡県知事
（1）015071 東 部

㈱大成建設工業 大瀧　浩道 大瀧　浩道 410-0311 沼津市原町中2-10-15 055-925-5380 正会員 静岡県知事
（1）015087 東 部

㈱須走総合企画 鈴木　定代 鈴木　翔也 419-0201 富士市厚原字八反田202-2 0545-73-1111 正会員 静岡県知事
（1）015093 東 部

㈱大成建設工業
ハウスドゥ　富士吉原本町 長沢　　雅 長沢　　雅 417-0001 富士市今泉2-13-18 0545-67-3777 準会員 静岡県知事

（1）015087 東 部

富士山麓報徳社 望月　　篤 望月　　篤 419-0202 富士市久沢1613-3 0545-72-1283 正会員 静岡県知事
（1）015078 東 部

㈱ただ地に 中川　直樹 中川　直樹 424-0901 静岡市清水区三保1855-3 054-340-3613 正会員 静岡県知事
（1）015084 中 部

しずなび㈱　静岡池田店 伊藤　久記 伊藤　久記 422-8005 静岡市駿河区池田703-1 054-295-7200 準会員 静岡県知事
（8）010306 中 部

㈱全国不動産情報センター 松島　　翔 松島　　翔 420-0882 静岡市葵区安東3-12-15 054-330-8578 正会員 静岡県知事
（1）015082 中 部

㈱ハッセ 長谷川慶太 長谷川慶太 420-0845 静岡市葵区太田町42-2
ハイツ太田町204 054-294-8116 正会員 静岡県知事

（1）015094 中 部

㈲前田重工業 前田　　茂 池ヶ谷春菜 421-1212 静岡市葵区千代1-10-15 054-278-2850 正会員 静岡県知事
（1）015089 中 部

燈と道標㈱ 石川　賢治 石川　賢治 426-0033 藤枝市小石川町4-20-38-104 054-631-5520 正会員 静岡県知事
（1）015097 中 部

㈱UKiNE 三澤　隆祥 鈴木　圭一 426-0071 藤枝市志太4-12-10 054-631-4850 正会員 静岡県知事
（1）015079 中 部

㈱LifePlus 米村　　渉 五加　　仁 426-0033 藤枝市小石川町4-2-14 054-625-7939 正会員 静岡県知事
（1）015074 中 部

㈱ACA 萩田宗太郎 秋田　昌文 437-0214 周智郡森町草ケ谷458 0538-84-0505 正会員 静岡県知事
（1）015080 西 部

㈱結不動産 原田　連央 原田　連央 436-0342 掛川市上西郷237-1 0537-64-7470 正会員 静岡県知事
（1）015085 西 部

㈱オーバル 佐野　康司 堀居　哲也 433-8111 浜松市中央区葵西6-3-1-2 053-438-5611 正会員 静岡県知事
（1）015095 西 部

㈱オーバル　開発事業部 門名　悟史 門名　悟史 431-1103 浜松市中央区湖東町6726-1 053-488-7244 準会員 静岡県知事
（1）015095 西 部

日ノ本財託㈱ 新道　憲稔 山上　有佳 432-8002 浜松市中央区富塚町3780-163 053-401-2680 正会員 静岡県知事
（1）015076 西 部

丸福山本建設㈱ 山本　大志 山本　大志 435-0006 浜松市中央区下石田町1215-2 053-581-7106 正会員 静岡県知事
（1）015069 西 部

●退 会 者

支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者

東 部

㈲伊東地所 東 部 ㈲鳥瞰社

西 部

朝日住宅㈱　浜松営業所

西 部

セントレア・オーク㈱

㈲スズタカ建設

中 部

㈱Authentill Style ㈲アミテン建工 タイコウハウス㈱　浜松支店

真野開発㈱　長泉支店 ㈱マルミツ工業 ㈱五十鈴商事 ㈱遠江不動産

㈱アンフレーム 榛南建材㈱ ㈱MJC　東店 ㈱マストレ　浜松医大前営業所

協和住宅㈱

西 部

朝日住宅㈱ ㈱エムビーシーウチヤマ ユウアイ土地企画㈱

㈱ザ・トーカイ　沼津営業所 ㈲クリタ ㈱カサハラ開発事業

㈱エスエス＆パック ㈲アイアンドエヌ 幸和ハウジング㈱

以上、新入会者20名、退会者26名、2026年₆月₇日現在の会員数は、2,621名
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